労働環境の整備に関する事項の報告書

　品川区長　あて

品川区公契約条例に基づき、下記の契約（協定）の履行にあたり、労働環境の整備に関する事項について報告します。

	契約件名（協定名）
	
	契約番号
	



報告者（受注者）
	所在地（住所）
	

	名称
	

	代表者（役職・氏名）
	

	担当者
	
	連絡先
	




■労働環境の整備に関する事項
　① 最も低い労働報酬額および当該労働報酬の対象となる職種
※工事または製造の請負契約は別表のとおり

	最も低い労働報酬額
１時間あたり
	左欄の職種

	円
	



　② ①を除く労働環境の整備に関する事項
　　□以下の１～１５の全ての項目について、既に満たしていることを確認しました。
　　□改善が必要な項目について、「■改善項目」の欄のとおり確認しました。

	労働者等に係る就業規則、雇用契約等に係る状況
	１．就業規則を適正に作成し、労働基準監督署に届け出ている。
※常時10人以上の労働者を使用する使用者のみ

	
	２．労働者に対して、就業規則等を周知している。

	
	３．労働者に対して、労働条件通知書などの書面により、労働基準法に定める労働条件（労働時間、賃金など）を明示している。

	労働者等に係る安全衛生、安全教育、健康管理等に係る状況
	４．採用時および毎年定期的に健康診断を実施している。

	
	５．事業場の業種と規模（常時使用する労働者数）に応じた安全衛生管理体制を整備している。（産業医・衛生推進者など）

	
	６．労働者に対して、雇い入れたときなどに安全教育を実施している。（建設業などの一部の業種のみ）新たに職務に就くことになった職長などの指導監督者に対しても、安全教育を実施している。

	
労働者等の労働時間の管理の状況
	７．労働時間、休憩、休日、時間外および休日の労働、年次休暇について、適正な運用および管理を行っている。

	
	８．時間外労働および休日の労働について、適正に３６協定を締結し、労働基準監督署に届け出ている。　　※対象外となる場合を除く

	
	９．法定三帳簿（労働者名簿・賃金台帳・出勤簿）を作成し、適正な期間保存している。

	労働者等の労働報酬の支払に係る状況
	１０．賃金台帳等から適正な計算により賃金（時間外労働および休日労働などに対する割増賃金を含む。）を支払っている。

	
	１１．賃金について、全額を毎月１回以上、一定の期日を定めて支払っている。

	条例に定める約定事項に係る状況
	１２．この契約の業務に従事する労働者等（下請業者や再委託先の労働者、派遣労働者なども含む。）に、労働報酬下限額以上の額の賃金を支払っている。

	
	１３．条例別表「６労働者等への周知に関する事項」に基づき、周知する事項について掲示または書面の交付を行っている。

	
	１４．受注関係者（下請業者や再委託先など）との契約において、公契約において遵守すべき約定事項について、受注関係者も遵守することとなるよう誓約書などにより約定している。

	労働者等の労働環境に係る法令等の遵守に係る状況
	１５．労働保険および社会保険の加入手続を適正に行っている。



■改善項目
	項目番号
	理由・改善予定など

	
	

	
	





【別表】工事または製造の請負契約
（最も低い労働報酬額および当該労働報酬の対象となる職種）

	
	職種
	受注形態
（元請・一次等）
	最も低い労働報酬
額（円／時間）
	業者名
所在地

	１
	
	
	
	業者名　

	
	
	
	
	所在地　

	２
	
	
	
	業者名　

	
	
	
	
	所在地　

	３
	
	
	
	業者名　

	
	
	
	
	所在地　

	４
	
	
	
	業者名　

	
	
	
	
	所在地　

	５
	
	
	
	業者名　

	
	
	
	
	所在地　

	６
	
	
	
	業者名　

	
	
	
	
	所在地　

	７
	
	
	
	業者名　

	
	
	
	
	所在地　

	８
	
	
	
	業者名　

	
	
	
	
	所在地　

	９
	
	
	
	業者名　

	
	
	
	
	所在地　

	１０
	
	
	
	業者名　

	
	
	
	
	所在地　


・職種ごとの最も低い労働報酬額について記入
・公共工事設計労務単価で区分される５１職種と「見習い・手元等」について記入
・雇用形態（日雇い・短期雇用など）は問わず、現場代理人、監理技術者、主任技術者は含まないで記入
・公共工事設計労務単価に含まれる手当等の合計額を１時間あたりの労働報酬に換算した額を記入
　（１）時給の場合・・・時給を記入
　（２）日給の場合・・・日給÷１日の所定労働時間
　（３）月給の場合・・・（①基本給相当額＋②基準内手当＋③臨時の給与＋④実物給与）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　÷１月の所定労働日数÷１日の所定労働時間
